
安
倍
首
相
は
１
１
月
２
１
日
、

消
費
税
の
来
年
１
０
月
か
ら
の

増
税
延
期
を
理
由
に
衆
議
院
を

解
散
し
、
１
２
月
２
日
公
示
、

１
４
日
投
票
で
第
４
７
回
衆
議

院
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。
今
回

の
解
散
は
、
増
税
を
延
期
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
破

綻
し
、
そ
の
失
敗
を
覆
い
隠
す

た
め
に
行
わ
れ
る
「
追
い
込
ま

れ
解
散
」
で
す
。
し
か
し
、

「
暴
走
」
政
治
に
対
し
て
、
国

民
の
厳
し
い
審
判
を
下
す
絶
好

の
機
会
で
す
。
「
選
挙
に
行
っ

て
暴
走
政
治
に
ノ
ー
の
審
判
を
」

を
合
言
葉
に
職
場
・
地
域
で
の

学
習
・
対
話
運
動
を
す
す
め
ま

し
ょ
う
。

「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
と

「
世
界
で
一
番
企
業
が
活
動
し

や
す
い
国
づ
く
り
」
・
・
・
こ

の
二
つ
の
「
暴
走
」
政
治
が
吹

き
荒
れ
る
も
と
で
労
働
者
・
国

民
の
く
ら
し
と
雇
用
、
地
域
社

会
の
破
壊
は
深
刻
で
す
。

秘
密
保
護
法
の
強
行
成
立
、

集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の
閣

議
決
定
、
沖
縄
・
辺
野
古
へ
の

米
軍
新
基
地
の
強
引
な
建
設
な

ど
「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
が

強
権
的
に
す
す
め
ら
れ
て
い
ま

す
。ま

た
、
消
費
税
増
税
や
労
働

法
制
の
大
改
悪
、
社
会
保
障
の

切
り
下
げ
、
農
業
、
教
育
の
後

退
な
ど
労
働
者
・
国
民
の
暮
ら

し
へ
の
全
面
改
悪
で
国
民
生
活

は
危
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
私
た
ち
は
世

論
と
運
動
に
よ
っ
て
労
働
者
派

遣
法
を
再
び
廃
案
に
追
い
込
み
、

沖
縄
県
知
事
選
挙
で
は
「
共
同
」

の
力
で
翁
長
雄
志
氏
が
圧
勝
し
、

安
倍
政
権
に
鉄
槌
を
下
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
を
確
信
に
し
て
、

今
回
の
選
挙
で
安
倍
「
暴
走
」

政
治
に
ノ
ー
！
の
審
判
を
下
し

ま
し
ょ
う
。

安
倍
政
権
の
二
つ
の
「
暴
走
」

の
本
質
に
は
、
「
戦
後
レ
ジ
ー

ム
（
体
制
）
か
ら
の
脱
却
」
が

あ
り
ま
す
。
侵
略
戦
争
へ
の
痛

苦
の
反
省
の
う
え
に
立
っ
て
生

ま
れ
た
日
本
国
憲
法
の
恒
久
平

和
、
主
権
在
民
、
基
本
的
人
権

の
尊
重
な
ど
の
基
本
原
則
を
破

壊
し
、
改
憲
を
ね
ら
っ
て
い
ま

安

倍

政

権

は

、

「
社
会
保
障
の
た
め
」

と
言
っ
て
消
費
税
増

税
を
強
行
し
な
が
ら
、

す
。
立
憲
主
義
を
否
定
す
る
集

団
的
自
衛
権
行
使
の
閣
議
決
定

や
秘
密
保
護
法
の
強
行
は
、
そ

の
何
よ
り
の
表
れ
で
す
。

来
年
は
戦
後
７
０
年
と
い
う

大
き
な
節
目
の
年
で
す
。
「
憲

社
会
保
障
の
切
り
捨
て
を
す
す

め
て
き
ま
し
た
。
医
療
費
の
負

担
増
や
１
５
０
万
人
の
介
護
要

支
援
者
の
切
り
捨
て
を
も
た
ら

法
を
守
り
、
生
か
そ
う
」
を
合

言
葉
に
、
労
働
者
・
国
民
の
要

求
実
現
と
日
本
の
未
来
を
切
り

拓
く
契
機
と
な
る
よ
う
、
総
選

挙
に
臨
み
ま
し
ょ
う
。

す
医
療
介
護
総
合
法
を
成
立
さ

せ
ま
し
た
。
「
社
会
保
障
の
た

め
」
は
デ
タ
ラ
メ
で
す
。
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